
規

則 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
五
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
八
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
八
十
二
号
第
二
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
調
査
の
項
目
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
に
、
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省

告
示
第
七
百
二
十
三
号
別
表
第
一
（
一
）
か
ら
（
五
）
ま
で
の
防
火
扉
（
各
階
の
主
要
な
常
閉

防
火
扉
に
限
る
。
）
に
係
る
検
査
項
目
及
び
検
査
事
項
、
検
査
方
法
並
び
に
判
定
基
準
を
付
加

す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
排
煙
機
」
を
「
可
動
防
煙
壁
又
は
排
煙
機
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

c5a8dbb3f6df72e60bd9d645af48a8bb


		Motohiro Ohno
	2025-05-29T14:31:07+0900
	日本
	2025-05-29 14:30:23 +09:00 JSTに承認しました


	



